
 

 

部長会議付議事案書（報告） 

（令和７年４月１日） 

                           提案課名 健康づくり課 

                           報告者名 栗 原 康 彦 

事案名 秦野市休日夜間急患診療所等整備方針について 

     有  

資料 

     無 

提
案
趣
旨 

 令和６年５月に設置した秦野市休日夜間急患診療所等整備検討会（以下「検討

会」という。）において、三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）等と施設整備

の方向性について協議を重ね、秦野市休日夜間急患診療所等整備方針（以下「整備

方針」という。）をまとめましたので、報告するものです。 

概 

要 

秦野市休日夜間急患診療所、秦野市歯科休日急患診療所及び秦野市薬剤師薬局

（以下「休日夜間急患診療所等」という。）は、長年、診療が空白となる休日や夜

間の診療体制を維持し、初期救急医療等の役割を担っています。また、近年、地震

等による自然災害が国内の各所で頻発する中、秦野市休日夜間急患診療所について

は、医療救護所としての役割がますます重要になっています。 

しかし、休日夜間急患診療所等は施設の老朽化が進むとともに、インフルエンザ

等の流行時には、駐車場や待合スペースの不足など、感染症対策が喫緊の課題とな

っています。 

このような中、令和６年３月に一般社団法人秦野伊勢原医師会（以下「医師会」

という。）から「秦野市三師会休日夜間急患診療所及び医師会館の移転候補地の検

討及び適地の選定に関する要望書」（以下「要望書」という。）が提出され、休日

夜間急患診療所等の新築移転及び三師会事務局等の併設が求められています。 

そこで、令和６年７月から令和７年１月にかけて５回の検討会を開催し、協議を

重ね、施設の複合化による利用者の利便性の向上、感染症対策や災害時の医療救護

拠点の強化など、施設整備の方向性を整備方針としてまとめたものです。 

経 

過 

令和６年 ３月 一般社団法人秦野伊勢原医師会から「要望書」の提出 

〃  ４月 検討会設置要綱の作成 

  〃  ５月 検討会設置要綱の制定 

  〃  ７月 部長会へ報告 

【検討会の開催】※（令和７年１月は書面開催） 

５回開催：令和６年７月、８月、１０月、１１月、令和７年１月 

・ 施設整備の方向性を検討、整備方針（案）の作成等 

令和７年 ３月 整備方針報告（受理） 

 報告７ 
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今
後
の
進
め
方 

令和７年  ４月  議員連絡会での報告 

〃   ６月  測量調査、地盤調査（ボーリング） 

  〃   10月  政策会議（建設地の決定及び基本合意書の締結） 

  〃    〃   部長会議及び議員連絡会報告 

〃    〃   近隣自治会（住民）説明 

  〃    〃   基本合意書の締結（三師会及び本市） 

〃   10月～ 土地造成設計、建物基本・実施設計（医師会） 

令和８年度 10月  土地貸借契約（医師会及び本市） 

〃    〃     建物建設に係る協定書の締結（三師会及び本市） 

〃   10月～  造成工事、建築工事（医師会） 

令和９年度     建築工事、全体竣工、診療所開設 
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秦野市休日夜間急患診療所等整備方針【概要版】 

 

【背景・目的】 

秦野市休日夜間急患診療所、秦野市歯科休日急患診療所及び秦野市薬剤師会

薬局（以下「休日夜間急患診療所等」という。）は、初期救急医療等の役割を

担っていますが、施設の老朽化が進むとともに、インフルエンザ等の流行時に

は、駐車場や待合スペースが不足するなどが喫緊の課題となっています。 

このような中、令和６年３月に一般社団法人秦野伊勢原医師会から「秦野市

三師会休日夜間急患診療所及び医師会館の移転候補地の検討及び適地の選定に

関する要望書」が提出されました。 

そこで、令和６年５月に設置した秦野市休日夜間急患診療所等整備検討会に

おいて、医師会からの要望書を踏まえ、施設の建て替えを含めた施設整備の方

向性を検討し、基本的な考え方を整備方針としてまとめました。 

 

【施設整備の方向性】 

１ 施設整備の基本方針 

休日夜間急患診療所等が将来にわたり、市民に求められる医療を安定的に

提供するとともに、災害時や新たな感染症が発生した場合にも、迅速かつ適

切に対応できる体制を構築するため、休日夜間急患診療所等について、それ

ぞれの施設の現状と課題を把握する中で、施設の複合化による利用者の利便

性の向上、感染症対策や災害時の医療救護拠点としての強化など、施設の整

備に係る基本方針を示しています。 

 

２ 施設の機能・規模等 

基本方針に基づき必要な機能・規模を確保しますが、詳細については、今

後、医師会を中心に協議していきます。 

 

３ 建設候補地の選定 

現在地での建替えは、駐車場の不足や建設期間中の一時休診など、市民に

不便をきたすことから、新たな建設候補地を選定することとしました。 

建設候補地については、市から４か所の提示があり、地震などによる自然

災害や新たな感染症に備え、早期の施設整備が必要であることや、立地に当

たっての諸条件を比較検討した結果、「緑町市有地」が最有力候補地となり

ました。 

資料１ 
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４ 事業主体及び建物の所有形態 

医師会が建築主となって、土地の造成工事及び建築工事等を進めますが、

建築工事等の詳細は、今後、医師会を中心に協議していきます。 

また、建物は建築主である医師会が所有しますが、医薬分業の観点から、

薬剤師会薬局は薬剤師会の所有とします。 

  これら整備に係る基本的事項については、三師会及び市の４者で基本合意

書を交わし、確認します。 

 

５ 今後の予定 

令和７年度は、市において建設候補地の測量・地盤調査を実施し、４者に

より基本合意書を締結します。その後、令和８年度にかけて土地の造成設計

及び建物の基本・実施設計を行います。 

令和８年度は、土地の造成設計及び建物の基本・実施設計が完了次第、医

師会等と土地の貸借契約及び建物建設に係る協定書を締結します。その後、

造成工事及び建設工事に着手し、令和９年度中の建物完成、診療所等の開設

を目指します。 

 

年 度 令和７ 令和８ 令和９ 

測量・地盤調査    

基本合意書締結 ●   

土地造成設計 
建物基本・実施設計 

   

土地貸借契約締結 

建物建設に係る協定書締結 
 ● 

 

造成工事・建設工事    
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秦野市休日夜間急患診療所等整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

秦野市休日夜間急患診療所等整備検討会 

  

資料２ 
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１ 背景・目的 

秦野市休日夜間急患診療所、秦野市歯科休日急患診療所及び秦野市薬剤師

会薬局（以下「休日夜間急患診療所等」という。）は、長年、初期救急医療

等について、地域医療への責任を果たしてきました。 

また、近年、地震や集中豪雨などによる大規模な自然災害が国内において

も各所で頻発する中、被害者の救護活動や医薬品の備蓄など、医療救護所と

しての役割がますます重要になっています。 

しかし、休日夜間急患診療所等は施設や設備の老朽化が進むとともに、イ

ンフルエンザや社会に大きな混乱をもたらした新型コロナウイルス感染症の

流行に対応するだけの待合スペースや駐車場がないことから、次なる新興感

染症に対応できるよう、平時からの感染症対策に備える必要があります。 

このような中、令和６年３月に一般社団法人秦野伊勢原医師会（以下「医

師会」という。）から提出された「秦野市三師会休日夜間急患診療所及び医

師会館の移転候補地の検討及び適地の選定に関する要望書」（以下「要望書」

という。）により、休日夜間急患診療所等の新築移転及び新施設に医師会、

一般社団法人秦野伊勢原歯科医師会（以下「歯科医師会」という。）及び特

定非営利活動法人秦野市薬剤師会（以下「薬剤師会」という。以下、医師会、

歯科医師会及び薬剤師会を「三師会」と総称する。）の事務局等を併設する

ことが求められています。 

そこで、今後も休日や夜間における診療体制を維持し、市民に安全で安心

した医療を提供するため、令和６年５月に設置した秦野市休日夜間急患診療

所等整備検討会（以下「検討会」という。）において、医師会からの要望書

を踏まえ、老朽化した休日夜間急患診療所等の施設の建て替えを含めた施設

整備の方向性を検討し、基本的な考え方を整備方針としてまとめました。 

 

２ 現状と課題 

(1) 秦野市休日夜間急患診療所 

休日夜間急患診療所では、医師会と市が連携し、救急医療体制の初期救

急診療（内科、小児科、外科）を担っており、診療が空白となる休日や夜

間において、救急患者の一次対応を行っています。 

本市においては、昭和４９年６月、秦野医師会が設立した秦野公衆衛生

センター内に、内科系の診療を行う休日診療所が設置されました。その後、

平成２年４月には診療所部分が別棟として開設され、平成１９年１０月に

は待合室が増築されました。 

 

7



 

 

しかし、現在の建物は、平成２年４月の開設から３４年が経過し、施設

や設備の老朽化とともに、インフルエンザ等の感染症の流行のほか、年末

年始や５月の大型連休の期間は特に利用者が集中するため、待合スペース

やトイレ、駐車場に不足が生じています。また、感染症（疑いを含む。）

患者を隔離するスペースや、専用トイレもないことから、対策を講じる必

要があります。 

更に、秦野市地域防災計画において、災害時の医療救護所に位置付けら

れており、発災から３日程度の医薬品等を備蓄していますが、建物の耐震

性や地盤の安全性が危惧されることから、早急な対応が求められています。 

 

(2) 秦野市歯科休日急患診療所 

歯科休日急患診療所は、市が歯科医師会に提案し、昭和６３年６月、秦

野駅北口に開設されました。 

しかし、入居している建物の老朽化が進んでいるほか、医療機器の一部

を別の階に設置しているなど、手狭であるため、医療機器の配置等を考慮

した診療スペースの確保が必要です。また、３階フロアの一番奥に位置し

ていることから、利用者には場所が分かりづらいうえ、駅前という立地の

ため専用駐車場がないなど、利便性の向上を図る必要があります。 

 

(3) 秦野市薬剤師会薬局 

薬剤師会薬局は、休日夜間急患診療所内で処方薬を調剤していましたが、

医薬分業の観点から、平成２２年６月に薬剤師会が同診療所の隣接地（既

存建物内）に開設し、同診療所の患者を含め、処方薬を調剤しています。 

しかし、入居している建物の老朽化が進んでいるほか、薬剤の保管場所

が不足しているなど、手狭であるため、薬剤の保管場所の確保が必要です。

また、薬剤師会の事務局は秦野駅北口にあり、薬局運営の円滑化を図るた

めには、薬剤師会薬局に併設する必要があります。 

 

 (4) 三師会の事務局 

   災害時における医療救護活動などの連携強化を図るためには、現在、別々

の場所にある三師会の事務局を一か所に集約する必要があります。 
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３ 施設整備の方向性 

 (1) 施設整備の基本方針 

休日夜間急患診療所等が将来にわたり、市民に求められる医療を安定的

に提供できるセーフティネットの役割を果たすとともに、災害時や新たな

感染症が発生した場合にも、迅速かつ適切に対応できる体制を構築する必

要があります。そのため、それぞれの施設の現状と課題を把握し、適切な

候補地に適切な施設が建設できるよう、施設の整備に係る基本方針を示す

ものです。 

ア 利便性の向上 

施設の規模に見合った十分な台数の駐車場を確保するとともに、高齢

者や障害者、乳幼児等を連れた受診に配慮した施設や設備を導入するこ

と。（バリアフリー・ユニバーサルデザイン等） 

イ 感染症対策の強化 

インフルエンザ等の感染症対策として、十分な室内空間を確保すると

ともに、建物内のレイアウト（建築計画）についても配慮すること。 

ウ 災害時における医療救護拠点の強化 

市内の医療救護活動の中心として、三師会が連携し、迅速に救護活動

が開始できるよう、施設の耐震安全性を確保するとともに、医薬品、医

療資機材を備蓄できる倉庫を設置すること。 

エ 施設の複合化 

地域医療体制や災害時の医療救護活動の強化を図るため、休日夜間急

患診療所等を集約するとともに、三師会の事務局を同一施設内に併設す

ること。ただし、医薬分業の観点から、薬剤師会薬局は別棟で建設する

こと。 

 

(2) 施設の機能・規模等 

施設については、前述の(1) 施設整備の基本方針に基づき、必要な規模・

機能を確保することとします。なお、建物の配置を含め、機能・規模等の

詳細については、今後、医師会が中心となって協議していきます。 

 

(3) 建設候補地の選定 

現在地（曽屋１１番地）での建替えについては、敷地面積も小さく、十

分な駐車場の確保ができないことや、建設期間中は一時休診や仮設での診

療となり、市民に不便をきたすことから、新たな建設候補地を選定するこ

ととしました。 
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   建設候補地については、市から４か所の提示があり、検討会において協

議した結果、地震などによる自然災害や新たな感染症に備え、早期の施設

整備が必要であること、また、十分な駐車場の確保、バス等の交通利便性

や接道などの諸条件を比較検討し、「緑町市有地（緑町９番４号）」が最

有力候補地になりました。（※ 資料２の建設候補地一覧参照） 

 

４ 事業主体及び建物の所有形態 

医師会が建築主となって、土地の造成工事及び建築工事等の整備（建築主

体工事、給排水衛生設備工事、電気空調設備工事、外構その他工事に係る設

計及び施工全て）を進めます。なお、建築工事等の詳細については、今後、

医師会が中心となって協議していきます。 

また、基本的に建物は、建築主の医師会が所有することとしますが、医薬

分業の観点から、薬剤師会薬局の部分は、薬剤師会の所有とします。 

  これら整備に係る基本的事項については、三師会及び市の４者で基本合意

書を交わし、確認します。 

 

５ 今後の予定 

令和７年度は、建築物の敷地としての安全性を担保するため、市において

建設候補地の測量・地盤調査を実施し、適正地であると判断できた後、三師

会及び市の４者により基本合意書を締結します。その後、令和８年度にかけ

て土地の造成設計及び建物の基本・実施設計を行います。 

令和８年度は、土地の造成設計及び建物の基本・実施設計が完了次第、土

地の貸借契約及び協定書を締結します。その後、造成工事及び建設工事に着

手し、令和９年度中の建物完成、診療所等の開設を目指します。 

 

年 度 令和７ 令和８ 令和９ 

測量・地盤調査    

基本合意書締結 ●   

土地造成設計 
建物基本・実施設計 

   

土地貸借契約締結 
建物建設事業協定書締結 

 ● 
 

造成工事・建設工事    

10



11



12



13



14



15



16



17


